
R5事務事業・組織対応表（R4実施事業）

施策名【人権尊重社会】

3.尊重され
支え合う社
会の形成

1.人権尊重
社会

(1) 人権意識の高揚

1311-1 1 人権同和対策事業 人権同和課 人権同和係 通常

1311-2 2
住宅新築資金等貸付償還事
業

人権同和課 人権同和係 通常

(2) 人権教育の推進

1312-1 3 人権同和教育事業 人権同和課
人権教育男
女共生係

通常

1312-2 4 隣保館運営事業 人権同和課 人権同和係 通常

事
業
数

事務事業 課 係
管理
方法

備考章 節 施策 主要施策
事務
事業
コード

1.生涯にわ
たり学び、
生きる力を
育むまちづ
くり



事務事業評価シート 年度実施事業）

年度

（ ）

1．事業概要 「Plan（計画）」

2．実施結果 「Do（実施）」

事業費

コ
ス
ト

財源
内訳

14,556 13,660

財源合計

5,440

4,894 3,100

13,917 8,766 12,894

639

14,556 13,660 15,994

特定財源（国・県支出金等）

一般財源

15,994

0

0.70 人 4,795 0.80 人 5,480

0 時間 0 0

常勤職員

非常勤職員等

人件費合計

総事業費

人
件
費

4,795 5,480

0.80 人 5,440

0 時間

9,116 8,865 10,514

時間 0

総合計画上の
位置付け

章 1.生涯にわたり学び、生きる力を育むまちづくり

節 3.尊重され支え合う社会の形成

施策 1.人権尊重社会

17

事業の性質 義務的自治事務（不定型） 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

実施方法

法定根拠
管理方法 通常 部落差別の解消の推進に関する法律

単位（千円）

目的・成果

※わかりやすく簡潔に記載すること

部落差別をはじめ、あらゆる差別の撤廃と人権擁護を推進し、人権擁護推進体制が充実することによ
り、市民一人ひとりの人権意識が高まっている。

事業内容
（手段・方法など）

※活動内容や提供するサービスについて簡潔に記載すること

【部落差別をはじめあらゆる差別の解消を目指し以下の事業を実施】
・施策の総合的かつ計画的な推進のため、「部落差別撤廃と人権擁護に関する総合計画」の策定及び
　進捗管理
・市ホームページや広報紙「サクライフ」を通じて人権相談に係る各種相談窓口の周知
・人権侵害や差別事象発生時における関係機関と連携した対応
・部落解放運動団体への活動支援
・長野地方法務局や人権擁護委員と連携し、花の種子等を児童が協力して育てることを通じて、
　人権尊重思想をはぐくみ、情操を豊かにすることを目的とした「人権の花」運動を実施
・「部落完全解放・人権擁護推進佐久地区大会実行委員会」と連携し、「部落完全解放・人権擁護推
　進佐久地区大会」を開催（本年は開催自治体への協力）
・犯罪被害者等への支援事業の実施

※事業実施年度までは決算、実施年度の翌年度は予算 3 年度令和 令和 4 年度 令和 年度5

令和 5 （評価対象　令和 4

事業名 人権同和対策事業 事務事業コード 1311-1

担　当 市民健康 部 人権同和 課 人権同和 係 事業開始年度 平成

年度

市が直接実施 委託または指定管理 補助金・負担金 その他



3．事業の分析 「Check（評価）」

＜説明＞

＜説明＞

４．今後の方向性 「Action（改善）」

所管課等としての評価

＜課題に対する解決策、取組み方針等を記載＞

2

2

100

単位

2

2 2

令和 3 令和 5 年度

令和 4

人権の花運動を実施
した学校数

％ 達成率

校

活動指標 年度 令和 4 年度

年度

実施内容

100 100

100

138

110

・「人権の花運動」を高瀬小学校、平根小学校の2校で実施
・市ホームページや広報紙「サクライフ」を通じて人権相談に係る各種相談窓口を周知
・部落解放運動団体の活動経費を支援
・「部落差別の解消の推進に関する法律」（平成28年12月16日施行）に明記された相談体制の充実のため、
　部落解放運動団体と連携し同和問題に特化した「総合相談事業」を実施
・インターネット上の部落差別を助長する掲載のモニタリング実施
・犯罪被害者等の人権擁護のため、「佐久市犯罪被害者等支援条例」を制定

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」及び「部落差別の解消の推進に関する法
律」等により、部落差別をはじめ、あらゆる差別撤廃と人権擁護に関する取り組みを地方公
共団体が行う責務があることから、市が実施する必要がある。

125 83

目標

実績

83

今後の
取組方針

・令和３年度に改正した「佐久市部落差別撤廃と人権擁護に関する条例」及び令和４年度から５年間を計
画期間として策定した「第四次佐久市部落差別撤廃と人権擁護に関する総合計画」に基づき、一人ひとり
の人権が守られる「差別のない明るい社会」の実現に向け、関係機関や関係団体と連携を図りながら、そ
れぞれの事案に適切に対応していく。
・部落解放運動団体への補助金は、活動内容を精査しながら継続していく。
・インターネット上の部落差別を助長する掲載に対し引き続きモニタリングを実施し、掲載を把握した場合
は関係機関と連携を図りながら対応する。
・令和４年度に制定した「佐久市犯罪被害者等支援条例」の周知啓発に努める。

単位

人
実績

目標

事業の
課題

・市民一人ひとりの人権意識の高揚を図り、部落差別をはじめとする「あらゆる差別のない佐久市」を築く
ため、関係機関や関係団体と連携し啓発活動や人権相談を続ける必要がある。
・子どもの頃から「人権意識の高揚」を図るため、今後も「人権の花」運動を実施していくことが望まれる。
・依然として現存する部落差別や様々な人権侵害、インターネット上の差別的な情報の掲載など社会の変
化によって新たに生じる差別等に対して、引き続き差別に気づき差別を許さない人権教育・啓発を図る必
要がある。
・犯罪被害者等が安心して暮らせる社会の実現を図る必要がある。

事業の
方向性

現行どおり 期間・時期

達成状況

達成度

概ね達成

％ 達成率

成果指標

人権の花運動参加児
童数

～令和 年度 令和 年度

・活動指標としている「人権の花」運動は、目標通り2校で実施した。
・令和3年度に実施したインターネット上の被差別部落公開における法務局への削除要望活動のそ
の後の経過として、令和4年11月に動画が削除された。
・「佐久市犯罪被害者等支援条例」を制定した。

官民連携の
可能性

方法

市が実施する
必要がある



事務事業評価シート 年度実施事業）

年度

（ ）

1．事業概要 「Plan（計画）」

2．実施結果 「Do（実施）」

事業費

コ
ス
ト

財源
内訳

80,693 5,036

財源合計

6,800

5,036 4,673

7,019 0 0

73,674

80,693 5,036 4,673

特定財源（国・県支出金等）

一般財源

4,673

0

0.70 人 4,795 0.60 人 4,110

0 時間 0 0

常勤職員

非常勤職員等

人件費合計

総事業費

人
件
費

4,795 4,110

1.00 人 6,800

0 時間

73,893 241 563

時間 0

総合計画上の
位置付け

章 1.生涯にわたり学び、生きる力を育むまちづくり

節 3.尊重され支え合う社会の形成

施策 1.人権尊重社会

17

事業の性質 任意の自治事務（不定型）

実施方法

法定根拠
管理方法 通常

単位（千円）

目的・成果

※わかりやすく簡潔に記載すること

住宅新築資金等の借入者に対し、貸付金の償還を促進することにより収納率が向上している。

事業内容
（手段・方法など）

※活動内容や提供するサービスについて簡潔に記載すること

・住宅新築資金等貸付金の回収
・滞納者に対する催告書の発送（年3回以上）
・残高通知の発送（年3回以上）
・運動団体との合同滞納整理（随時）
・相続人・連帯保証人との折衝（随時）

※事業実施年度までは決算、実施年度の翌年度は予算 3 年度令和 令和 4 年度 令和 年度5

令和 5 （評価対象　令和 4

事業名 住宅新築資金等貸付償還事業 事務事業コード 1311-2

担　当 市民健康 部 人権同和 課 人権同和 係 事業開始年度 平成

年度

市が直接実施 委託または指定管理 補助金・負担金 その他



3．事業の分析 「Check（評価）」

＜説明＞

＜説明＞

４．今後の方向性 「Action（改善）」

所管課等としての評価

＜課題に対する解決策、取組み方針等を記載＞

830

900

92

単位

659

800 600

令和 3 令和 5 年度

令和 4

住宅新築資金等貸付
金の徴収件数

％ 達成率

件

活動指標 年度 令和 4 年度

年度

実施内容

2.35 2.20

82

2.30

2.60

・滞納者に対する催告書（年３回１３通）の発送
・残高通知（年３回２２７通）の発送
・連帯保証人との折衝（３件）

住宅新築資金等貸付償還金については、運動団体との関わりなどがあり、責任をすべて負
いかねることなどから、法律事務所や債権回収会社で業務を受託してもらうことは難しい。
また、住宅新築資金等貸付金の徴収時、市関連の徴収金等も徴収する場合があるので、
他部署との連絡調整が必要である。

88 94

目標

実績

2.20

今後の
取組方針

＜継続的に実施すること＞
・残高通知・催告書を発送する。
・相続人、連帯保証人への折衝を行う。
＜新たに実施すること＞
・近年コロナで実施できなかった運動団体支部役員との長期滞納者への折衝を行う。
・弁護士等から市としてできる対応について情報収集し、収納の工夫を図る。
・滞納者の個々の状況を精査し、抵当権実行等の法的措置の検討を進める。
・佐久市債権管理条例による不能欠損処理の検討を進める。

単位

率
実績

目標

事業の
課題

・当市は貸付を平成８年度まで実施していたため、貸付償還金の現年度調定は令和3年度以降はないが、
償還期間内に返済が終わらなかった分が全て滞納繰越分の調定となっている。
・高齢化や本人死亡、安定した収入が得られない等、様々な理由で返済できない人がいる。
・期限どおりに返済された借入者との「公平・公正」の観点から、必ず返済していくよう催告し、今後も滞納
額の縮減を図る。
・社会の変化や時間の経過の中で、長期にわたって滞納となっている個々のケースについて状況を整理す
る必要がある。

事業の
方向性

現行どおり 期間・時期

達成状況

達成度

未達成

％ 達成率

成果指標

住宅新築資金等貸付
金の収納率

～令和 年度 令和 年度

新型コロナウイルス感染症対策のため、運動団体との合同滞納整理を実施できなかった。
その他のこれまで実施してきた取組を継続したが、目標を若干下回った。

官民連携の
可能性

方法

市が実施する
必要がある



事務事業評価シート 年度実施事業）

年度

（ ）

1．事業概要 「Plan（計画）」

2．実施結果 「Do（実施）」

義務的自治事務（不定型）

通常

人権教育・人権啓発活動を通じ、部落差別をはじめあらゆる差別の解消に向け、市民意識を醸成すると
ともに、人権同和教育推進に向けた指導者の養成を行う。

【イベント】
・「人権・男女共生フェスティバル」を開催する。
【教育機関における人権同和教育】
・教職員を対象とした「教職員人権同和教育研修会」、「新任・転入教職員人権同和教育研修会」を開催する。
・学事職員会やＰＴＡ連合会などと委託契約をし、児童・生徒、保護者、教職員を対象とした人権同和教育研修会
を開催してもらう。
・人権同和教育補助教材「あけぼの」を小学１・３・５年生及び中学１年生に配布する。
・小中学校の教職員や支部役員等の協力を得ながら、解放子ども会を実施する。
【社会教育における人権同和教育】
・隔年で各地区を回る「人権同和教育講座」や、人権同和教育推進員を講師とした「巡回研修」を開催する。
【広報活動等】
・公民館報「さくし」に毎月「人権シリーズ」を掲載し、啓発を行う。
・佐久市企業人権同和教育推進連絡協議会と連携し、人権啓発標語を市内小学５年生より募集を行い、優秀作
品３点を短冊ポスターにし、会員企業や小中学校・関係機関等に配布。優秀作品に選ばれた児童については、
「人権・男女共生フェスティバル」で表彰を行う。
・部落解放同盟佐久市協議会各支部長や区長に、集会所施設・設備・敷地内等の維持管理及び集会所研修事業
の運営を委託する。

総合計画上の
位置付け

章 1.生涯にわたり学び、生きる力を育むまちづくり

節 3.尊重され支え合う社会の形成

施策 1.人権尊重社会

事業の性質

実施方法

法定根拠
管理方法

事業費

8,171

1,371

1.00 人 6,850 1.00 人

16,168 17,628

財源合計

特定財源（国・県支出金等）

一般財源

19,041

コ
ス
ト

7,997 9,191 10,551

6,850

1176 時間 1,587 1176

常勤職員

非常勤職員等

人件費合計

総事業費

人
件
費

66 75

16,118 17,562 18,966

50
財源
内訳

8,437 8,490

1.00 人 6,800

1172 時間 時間 1,640

16,168 17,628 19,041

単位（千円）

目的・成果

※わかりやすく簡潔に記載すること

事業内容
（手段・方法など）

※活動内容や提供するサービスについて簡潔に記載すること

※事業実施年度までは決算、実施年度の翌年度は予算 3 年度令和 令和 4 年度 令和 年度5

令和 5 （評価対象　令和 4

事業名 事務事業コード 1312-1

担　当

年度

17

人権同和教育事業

市民健康 部 人権同和 課 人権教育男女共生 係 事業開始年度 平成

市が直接実施 委託または指定管理 補助金・負担金 その他



3．事業の分析 「Check（評価）」

＜説明＞

＜説明＞

４．今後の方向性 「Action（改善）」

所管課等としての評価

＜課題に対する解決策、取組み方針等を記載＞

50 50

令和 3 令和

％ 達成率

活動指標

目標

31.7

508

1600

26

13

50

成果指標

講演会、研修会等の
参加者延べ人数

講演会、研修会等開
催件数

単位

・教職員人権同和教育研修会実施（参加者173人（動画配信含む。））
・新任・転入教職員人権同和教育研修会（参加者151人（動画配信含む。））
・人権学習会（市内全小中学校）実施（参加者6,693人（資料配布含む。））
・巡回研修実施（参加者313人）

18

年度 令和 4 年度

年度

実施内容

5 年度

令和 4

659

34

今後の
取組方針

単位

実績

目標

事業の
課題

事業の
方向性

手法等の見直し

民間による実
施が可能

人権に関する各種啓発活動は、民間団体や企業においても展開されているが、地方公共
団体として、人権啓発に関する施策を策定し、実施する義務（「人権教育及び人権啓発の推
進に関する法律」、「部落差別の解消の推進に関する法律」）がある。そのため、地方公共
団体が主体的、自発的に人権啓発・教育について取り組む必要もある。

　人権同和教育の推進に向けた指導者の養成が必要である。特に教職員自身が同和問題について教育
を受けたことがない現状があることや授業で取扱ったことがないため、教職員を対象とした「教職員人権同
和教育研修会」、「新任・転入教職員人権同和教育研修会」を開催し、人権同和教育の充実を図るとともに
直接支援を行う。
　人権同和教育講座など地域住民を対象とした学習会について、参加者が高齢化・固定化している現状が
うかがえる。年代に関わらず多くの方々に参加してもらうため、開催内容、方法等含め検討する必要があ
る。

　同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人などに対するあらゆる偏見や差別をなくす
人権同和教育を推進するため、今後も人権同和教育講座や巡回研修会を開催し、市民一人ひとりの人権
意識の高揚を図る。特に、令和５年４月１日に佐久市犯罪被害者等支援条例が制定・施行されたことから、
人権課題のひとつである「犯罪被害者」をテーマとし、積極的に啓発・教育を実施する必要がある。
　また、コロナ禍により研修について、集合型、配信型、ハイブリット型などの開催方法を選択できるように
なったことから、目的・対象者に合わせた方法で実施し、より多くの方に参加してもらう。
　そのほか、人権同和教育に係る学校への支援は継続して実施していく。

様々な人権課題をテーマに講座等を開催した。
人権・男女共生フェスティバル開催に当たり男女共同参画推進団体と一体となり開催した。
市政懇談会や校長会、学校の人権担当教諭会等で周知を行い、参加者数の増加を図った
が、目標達成には至らなかった。
次年度以降周知や申込方法等を検討し、研修等の参加人数の増加に努める。

達成状況

達成度

概ね達成

％ 達成率

～令和 年度

官民連携の
可能性

方法

41.2

令和 年度期間・時期

1600 1600

実績



事務事業評価シート 年度実施事業）

年度

（ ）

1．事業概要 「Plan（計画）」

2．実施結果 「Do（実施）」

事業費

コ
ス
ト

財源
内訳

45,603 45,285

財源合計

38,100

16,798 16,451

28,766 28,487 35,040

16,837

45,603 45,285 51,491

特定財源（国・県支出金等）

一般財源

51,491

9,540

4.10 人 28,085 4.10 人 28,085

7181 時間 9,425 7254

常勤職員

非常勤職員等

人件費合計

総事業費

人
件
費

37,510 38,734

4.20 人 28,560

7254 時間

7,503 7,775 12,757

時間 10,649

総合計画上の
位置付け

章 1.生涯にわたり学び、生きる力を育むまちづくり

節 3.尊重され支え合う社会の形成

施策 1.人権尊重社会

17

事業の性質 任意の自治事務（不定型） 社会福祉法第２条第３項第１１号

実施方法

法定根拠
管理方法 通常

単位（千円）

目的・成果

※わかりやすく簡潔に記載すること

人権啓発の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決
のための各種事業を総合的に行い、地域社会の福祉が向上している。

事業内容
（手段・方法など）

※活動内容や提供するサービスについて簡潔に記載すること

隣保館運営事業は、中央隣保館、浅科人権文化センター、望月人権文化センターおよび
臼田人権文化センターで、下記項目事業を基本として、地区の実情に合った事業を展開している。

  １ 人権相談事業
　生活・健康相談、就職・就学相談、教育相談、人権相談等の対応を行い、内容に応じて関係機関
　への連絡・照会を行い適切な支援を行う。館長、担当職員、相談員が常時対応している。
  ２ 人権啓発・地域交流促進事業
　隣保館だよりの発行や人権関係の資料・パネルの常設展示を行う。
　書道教室、古文書教室、手芸教室、手話教室、絵手紙教室、初級パソコン教室､英語教室、
　ヨーガ健康教室、　健康料理教室、健康音楽教室、マレットゴルフ大会、ＥＭぼかし作り、
　望月人権フェスティバル（R4は中止）等を開催している。
  ３ 管理運営事業
　施設の維持管理、貸館を行う。施設の維持管理のうち、清掃（定期清掃・ワックス等)､
　保守点検業務（消防用設備等・自動ドア・階段式昇降機)､警備業務は民間業者に委託して
　いる。

※事業実施年度までは決算、実施年度の翌年度は予算 3 年度令和 令和 4 年度 令和 年度5

令和 5 （評価対象　令和 4

事業名 隣保館運営事業 事務事業コード 1312-2

担　当 市民健康 部 人権同和 課 人権同和 係 事業開始年度 平成

年度

市が直接実施 委託または指定管理 補助金・負担金 その他



3．事業の分析 「Check（評価）」

＜説明＞

＜説明＞

４．今後の方向性 「Action（改善）」

所管課等としての評価

＜課題に対する解決策、取組み方針等を記載＞

455

400

114

単位

509

400 400

令和 3 令和 5 年度

令和 4

各種講座等開催回数

％ 達成率

回

活動指標 年度 令和 4 年度

年度

実施内容

3500 3500

127

4143

3500

１ 人権相談事業（360件）
２ 人権啓発・地域交流促進事業（509回）
　隣保館だよりの発行や人権関係の資料展示
　書道教室、古文書教室、手芸教室、手話教室、絵手紙教室、初級パソコン教室､英語教室、
　ヨーガ健康教室、健康料理教室、健康音楽教室、マレットゴルフ大会、ＥＭぼかし作り、
　人権講座等を開催

　法令による義務づけがあり、国、県から補助金により事業を実施している。

118 108

目標

実績

3773

今後の
取組方針

・各館で開催される事業に、それぞれ身近な地域の実態やニーズにあわせた内容を取り入れ、引き続き実
施していく。
・今後も、同和問題を始めとするあらゆる人権問題の解消をめざし、世代間の交流を深めながら、より多く
の地域住民が参加できるよう工夫をしていく。
・「部落差別の解消の推進に関する法律」の趣旨の1つである相談体制の充実を図るため、部落解放運動
団体と連携・協議して相談事業の体制の在り方について検討していく。
・各種講座や教室の講師の確保について、謝礼額も含め検討していく。

単位

利用
人数

実績

目標

事業の
課題

　
・福祉の向上や人権まちづくりの拠点となるため、周辺地域住民との交流を推進し、ニーズにあった事業を
行う必要がある。
・近年は、新型コロナウィルス感染症の影響により、年度毎の利用人数にばらつきが見られた。今後は、新
型コロナウイルス感染症が2類から5類となったため、引き続き感染防止対策にも配慮しつつ、地域交流の
拠点施設として利用者数の回復を図っていく。
・各種講座や教室の講師が高齢化したり、公民館活動との謝礼額の違いから、講師の確保が難しくなって
いる。

事業の
方向性

現行どおり 期間・時期

達成状況

達成度

達成

％ 達成率

成果指標

各種講座等の延べ参
加人数

～令和 年度 令和 年度

　新型コロナウイルス感染症の影響で一部休講等により実施できない講座等があったが、
概ね目標は達成した。

官民連携の
可能性

方法

市が実施する
必要がある


